
 

１ 認可外保育施設とは 

 名古屋市内には、児童福祉法の規定により名古屋市長が認可している保育所及び家庭的

保育事業等があります。 

 これに対して、保育を行うことを目的とする施設であって認可されている保育所及び家

庭的保育事業等以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。ベビーホテル、ベ

ビールーム、託児所などと呼ばれる施設や、会社や病院が従業員のお子さんのために設置

する事業所内保育施設などがあります。 

 

２ 認可外保育施設の基準について 

 認可外保育施設を開設するにあたって、事前に許可や認可などの手続きはありませんが、

名古屋市内におきましては「名古屋市認可外保育施設立入調査等実施要綱」を制定し、認

可外の保育施設が「施設・運営・保育の基準」を充たし、子どもたちの安全や発達を守れ

る施設であるよう指導しています。要綱の第 7 条に「施設・運営・保育の基準」が定めら

れていますので、施設を開設する前に充分把握してください。 

 

３ 認可外保育施設の届出について 

施設開設後は児童福祉法に基づき、事業開始から 1 ヶ月以内に名古屋市長に届出が必要

です。届出をいただきますと、子ども青少年局の職員が施設を訪問し、届出の内容を確認

することになります。ただし、イベントなどの期間中のみ臨時に開設される施設、店舗な

どで販売などの間に限り顧客のお子さんを預かる施設などは届出が不要となっています。

また、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも

届け出が必要となりますので、ご留意ください。 

幼児教育を主目的にした施設の場合は、活動内容などで保育施設かどうか判断すること

になりますが、少なくとも 1 日 4 時間以上、週 5 日以上、年 39 週以上施設で親と離れる

ことが常態となっている場合には保育施設として届出対象となります。 

 

４ 開設後の調査指導について 

 事業を継続している場合は次の報告や調査をお願いすることになります。届出の有無 

に関係なく、原則として認可外保育施設すべてが調査指導の対象となります。 

（１） 年に 1 回～2 回、運営状況に関する報告書を提出していただきます。毎年度前半

に届出済施設には報告書をお願いする通知を発送します。また、特別なことがあった場合

（重大事故や食中毒事故があった場合や、長期間預かり続けているお子さんがいる場合な

ど）も報告をお願いします。 

（２） 年に 1 回～2 回、事前に日時を連絡の上、子ども青少年局の職員が施設の立入調

査をします。ここで、基準に満たない事項が認められた場合は、文書や口頭で指導するこ

ととし、改善されるまで繰り返し指導をすることになります。また、毎年行う調査とは別

に、状況に応じて、特別の立入調査も行うこともあります。 



５ 児童福祉法に基づく措置 

届出や報告、立入調査について具体的には要綱で定めていますが、これらは児童福祉法

に基づき行なわれるものです。そのため、協力していただけない場合などには罰則の適用

があります。届出を怠った場合などは 50 万円以下の過料、報告や立入調査に協力しない場

合などは、30 万円以下の罰金となっています。また、名古屋市長は、改善の指導に従わず

改善されない場合などに、事業の停止や施設の閉鎖を命ずることができます。 

 

 

「届出制」のポイント 

 平成１４年１０月施行の児童福祉法の改正によって認可外保育施設に義務付けられた事

項を総称して「届出制」といいます。届出制の内容は以下のとおりです。 

 

１．設置開設の届出（法第５９条の２、施行規則４９条の２、３） 

  開設後１ヶ月の間に名古屋市長に届けることが必要です。届出すべき事項は届出用紙

に記載してあります。 

 

２．内容の変更、廃止等の届出（法５９条の２、施行規則４９条の３、４） 

  届出内容の重大なものに変更があった場合や施設を休廃止する場合も届出が必要です。 

 

３．サービス内容の掲示（法５９条の２の２、施行規則４９条の５） 

  施設にはサービス内容などを記載した掲示をする必要があります。（作成例あり） 

 

４．契約内容の説明（法５９条の２の３） 

  利用者に契約内容を説明する必要があります。 

 

５．契約書面の交付（法５９条の２の４、施行規則４９条の６） 

  契約内容を書面等にして利用者に交付する必要があります。（作成例あり） 

 

６．運営状況の報告（法５９条の２の５、施行規則４９条の７） 

  毎年運営状況を報告する必要があります。本市においては毎年必要な時期に別途運営

状況報告書の提出をお願いしております。 

 

届出制の目的は、施設の掌握の他に、届出事項の公表によって悪質な施設を排除すると

いうものがあります。公表の方法は、届出事項を立入調査で確認し、インターネットでリ

ストとして市民に提供しています。 

 

      

         名古屋市 子ども青少年局 保育部 保育運営課 保育指導担当 

                〒４６０-８５０８ 名古屋市中区三の丸１番１号 

       ＴＥＬ ０５２－２２８－１４８３ 

    ＦＡＸ ０５２－２２８－１４８７ 

 Ｅメール a3972-02@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp 

http://#

